
令和元年度 第２回伊勢原市介護保険運営協議会 会議録  

 

〔事  務  局〕保健福祉部 介護高齢課 

〔開催日時〕令和元年８月１日（木曜日）午後３時～４時３０分 

〔開催場所〕市役所３階３Ｂ会議室 

〔出  席  者〕 

（委 員）西村委員、髙橋委員、野地委員、井上委員、石黒委員、大脇委員、永野委員  

前田委員、宮崎委員、山田委員、軽部委員、岩田委員  

（事務局）黒石部長、石井担当課長、栗田主幹兼係長、小形係長、石田係長、村瀬主任主事  

〔公開可否〕公開 

〔傍  聴  人〕０人 

《審議の経過》  

１ 開会  

２ あいさつ（黒石部長）  

３ 議題  

 (１) 令和元年度伊勢原市地域包括支援センター活動計画について  

（事務局より説明）  

（会長）  

   御意見等あればお願いしたい。  

（委員）  

   北部地域包括支援センターはどこにあるのか。  

（事務局）  

   伊勢原市高森４丁目のあかね台にある。  

（会長）  

   資料１、４頁の③「地域活動等の支援」について、介護予防教室の参加予定人数が掲  

載されていない。他の事業では掲載されているが、介護予防教室について掲載していな  

い理由は何かあるのか。  

（事務局）  

   介護予防教室の１回あたり参加者数に差が生じることが想定されるため、開催回数の  

み掲載することとした。  

（会長）  

   計画内容についてもばらつきがあるように見受けられる。例えば南部地域包括支援セ  

ンターのみ、ボランティア養成講座を掲載している。広い意味では介護予防教室に含ま  

れるかもしれないが、別立ての事業として掲載してもよいと思われる。  

（事務局） 

   南部地域包括支援センターでは、介護予防教室を開催する中でボランティアの養成を 

行っているため、このように記載させていただいた。 

（会長） 

   介護予防教室の定義を明確にし、全地域包括支援センターが同じ趣旨で目標値を設定 

するべきと考える。その結果目標値が減少することは問題ないと思われる。ボランティ 

ア養成講座は介護予防教室の中ではなく別に位置づけした方がよいのではないか。 

 



（事務局） 

いただいた御意見を踏まえ、南部地域包括支援センターと調整させていただく。 

（委員） 

  資料１、２頁の①「地域ケア会議の活用－１」に掲載されている「地域づくり・資源 

開発」について、資源開発とはどのような意味なのか。 

（事務局） 

  地域ケア会議では、地域の個別事例の検討を行うが、その中で地域のボランティアの 

発掘や、自治会の支援につなげることを資源開発としている。 

（委員） 

   介護予防教室などのイベントはどのように周知しているのか。 

（事務局） 

   市の広報や、ミニサロンでの案内、地域包括支援センターが作成する地域包括支援セ 

ンターだより等により周知を行っている。 

（委員） 

  ミニサロンに参加したいが、参加方法がわからないという人が周りにいた。 

（事務局） 

  おたっしゃ情報誌の中でミニサロンや体操教室の案内をしている。また、市介護高齢 

課地域包括ケア推進係にお問い合わせをいただければミニサロンの案内も可能である。 

（委員） 

  認知症カフェとはどのようなものか。 

（事務局） 

  認知症の方やその家族の方が参加できる集いの場で、認知症の方に配慮した内容とな 

っている。また、認知症介護に関する悩みについて意見交換できる場にもなっている。 

伊勢原市では地域包括支援センターが運営を行っているが、全国的には住民主体で開催 

されている事例もあり、伊勢原市としても今後は住民主体の認知症カフェも検討してま 

いりたいと考えている。 

（委員） 

  そういった取組は重要なことと思うが、認知症にもアルツハイマー型やレビー小体型

など症状が様々だが、症状によっては本人を連れていくことにより症状が悪化するなど

問題が起きてしまうようなことはないか。 

（事務局） 

  症状によってはそういった懸念もあるかと思うが、認知症カフェについては本人が参 

加を希望する場合のみ参加していただくものである。また、地域包括支援センターから 

の報告では、現時点では参加後に問題が生じたという報告を受けていない。しかし、御 

指摘のとおり今後対象者が増える中で、そういった懸念事項はあるかと思われる。 

（会長） 

  現時点では、地域包括支援センターが主催であるが、今後住民主体型の立ち上げ支援 

を行うにあたっては、そういったリスク管理についても念頭に置き、支援の一環に位置 

づけた方がいいのではないか。規模が大きくなると様々なことが起こりうる可能性があ 

ると思われる。 

（事務局） 

  いただいた御意見について担当者会議等で検討させていただく。 



 

（会長） 

   先ほど計画値の設定について高齢者人口の按分を考慮したとのことだったが、資料１ 

の２頁⑤の「権利擁護全般の啓発」について、地域住民への普及啓発回数の計画値が全 

て同じ数値となっているが何か理由はあるのか。 

（事務局） 

  当該事業については各地域包括支援センターのこれまでの実施状況等を考慮し、４回 

という数値でまとめさせていただいた。 

 

(２) 伊勢原市介護保険条例の一部改正について 

（事務局より説明）  

（会長）  

   御意見等があればお願いしたい。  

（会長）  

次の議題に進ませていただく。  

 

 (３) 介護保険サービス事業者の公募結果について 

（事務局より説明）  

（会長）  

   御意見等があればお願いしたい。  

（会長）  

次の議題に進ませていただく。  

 

 (４) 地域密着型サービス事業者の指定について 

（事務局より説明）  

（会長）  

   御意見等があればお願いしたい。  

（会長）  

次の議題に進ませていただく。  

   

（５）令和元年度高齢者福祉及び介護保険に関する予算について  

（事務局より説明）  

（会長）  

   御意見等あればお願いしたい。  

（会長）  

次の議題に進ませていただく。  

 

（６）介護保険認定状況等について  

（事務局より説明）  

（会長）  

   御意見等あればお願いしたい。ないようなので、以上で本日の議題は終了させていた  

だく。  



４ その他  

（事務局）  

   本日、介護サービス情報公表制度に関するパンフレットを参考配布している。内容と  

しては、介護サービス情報公表システム及び介護情報サービスかながわの機能の概要が  

掲載されており、これらのシステムでは介護保険サービス事業所の情報や、事業所間の  

情報の比較、利用料金の試算等ができるものである。  

   次回の介護保険運営協議会の開催日程は、１１月１４日（木）を予定している。詳細  

については改めて事務局から通知させていただく。  

 

５ 閉 会（髙橋副会長）  

                                     以 上  


